
入札公告  
 

 

一般競争入札を行うので、次のとおり公告する。 

本入札への参加を希望するものは、次に定める事項のほか入札説明書等に定める事項を承知

の上、応募すること。  

令和６年８月３０日  

 

社会福祉法人鳥取県厚生事業団  

理事長  中山 貴雄  

 

１ 入札対象案件 

発注機関  社会福祉法人鳥取県厚生事業団（以下、「事業団」という。）  

名称  

社会福祉法人鳥取県厚生事業団の施設で使用する電気の供給 

予定使用電力量（供給期間総計） ３，８４９，６５３ｋWh 

予定使用電気量は、令和５年７月から令和６年６月までの使用実績を

参考に算出したものであり、天候等により変動することがある。 

供給場所  鳥取市鹿野町今市１０７８ 鹿野かちみ園 他１１施設 

仕様  入札説明書及び仕様書による 

供給期間  

令和７年１月１日から令和７年１２月３１日まで（１２月間） 

ただし、施設の廃止等により、契約の全部又は一部を解除できるものと

する。 

 

２ 入札参加者の条件 

単独・共同企業体の別  単独  

本店所在地  ― 

入札参加資格  

（１）令和3年鳥取県告示第457号（物品等の売買、修理等及び役務の

提供に係る調達契約の競争入札参加者の資格審査の申請手続等に

ついて）に基づく競争入札参加資格（以下「競争入札参加資格」とい

う。）を有する者で、その業種区分がその他の委託等のその他（電力供

給その他これに類する営業に限る。）であること。 

（２）国又は地方公共団体において前号と同等の資格を有する者。 

（３）その他、入札説明書に記載のとおり。 

 

３ 応募方法  

（１）入札参加申請と入札参加資格の決定  

提出場所及び様式の交

付場所 

以下に持参又は郵送すること。（持参の場合は土・日・祝日を除く午

前9時から午後5時の間）※メール・ファクシミリ可 

様式はホームページからダウンロードすること。 

鳥取県鳥取市伏野２２５９番地４３  

社会福祉法人鳥取県厚生事業団 事務局 

ホームページ  http://www.tottori-kousei.jp/ 

電 話 0857-59-6033 

フ ァ ク シ ミ リ 0857-59-6055 

電 子 メ ー ル honbu_soumu4@tottori-kousei.jp 



入札参加申込書類 入札参加申込書 

※添付書類 

①入札参加資格を証明する書類（鳥取県競争入札参加資格の場合

は省略可） 

②新電気事業法第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者の

登録を証明する書類又は電気事業法等の一部を改正する法律附則

第２条第１項により新電気事業法第2条の2の登録を受けたものとみ

なされる者であることを証明する書類（経済産業省資源エネルギー

庁ホームページの登録小売電気事業者一覧に掲載されている場合

は省略可） 

提出期限  令和６年９月１０日（火）午後5時まで  
提出部数 1部 

郵送の可否 可 

審査結果の通知 令和６年９月１２日（木）午後５時までに入札参加資格審査決定通知

書をファクシミリで通知する。 

 

（２）入札手続  

入札方法  紙入札 

質問書提出期限  令和６年９月 ９日（月）午後５時まで 

回答期限  令和６年９月１３日（金）午後５時まで 

入札日時  令和６年９月１９日（木）午後２時即時開札  

入札会場  
鳥取市伏野２２５９番地１７ 

地域支援総合センター 会議室 

入札保証金  開札日に有効な入札参加資格を有している者に限り免除とする  

最低制限価格  適用しない 

その他 

郵便による入札を可とする。 

ただし、郵送の場合する入札書は、二重封筒（内封筒および外封筒）と

し、書留郵便等の配達記録が残るものに限り、入札日の前日までの必

着とする。（入札書の日付は作成日とする。） 

 

４ 入札説明書等の閲覧場所 

閲覧場所 事業団ホームページ 

購入場所 ― 

 

５ その他 

問合せ先 鳥取県鳥取市伏野２２５９番地４３ 

社会福祉法人鳥取県厚生事業団 事務局 担当：中原 

電 話 ０８５７－５９－６０３３ 

フ ァ ク シ ミ リ ０８５７－５９－６０５５ 

電 子 メ ー ル honbu_soumu4@tottori-kousei.jp 

 



入札説明書  

 

 

この入札説明書は、社会福祉法人鳥取県厚生事業団（以下、「事業団」という。）が行う一般競争

入札に参加しようとする者が、熟知し、かつ遵守しなければならない事項を明らか にしたものであ

る。 

 

１ 競争入札に付する事項  

入札公告「社会福祉法人鳥取県厚生事業団の施設で使用する電気の供給」（以下「公告」とい

う。）のとおり 

 

２ 入札参加資格 

本件入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。  

（１）地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。  

（２）令和3年鳥取県告示第457号（物品等の売買、修理等及び役務の提供に係る調達契約の競争入

札参加者の資格審査の申請手続等について）に基づく鳥取県競争入札参加資格を有するととも

に、その業種区分が「その他の委託等」の「その他（電力供給その他これに類する営業に限

る。）」であること。  

または、国。地方公共団体等から発行されたこれと同等の資格を有する者。 

（３）鳥取県（前号後段の資格を有する者にあっては、その発行機関）から資格（指名）停止措置

を受けた期間に、当該入札の開札日が含まれていないこと。 

（４）会社更生法の規定による更生手続き開始の申立て又は民事再生法の規定による再生手続開始

の申立てがなされていないこと。  

（５）電気事業法第2条第1項第2号に規定する小売電気事業を営むことができる者であること。 

 

３ 落札者の義務  

（１）般送配電事業者との間に託送供給約款に基づく契約を締結すること。 

（２）一般送配電事業者の託送供給約款の条項を実施するうえで、需要設備に機器等の付加が必要で

あるときは自らの負担により行うこと。ただし、一部の機器等について一般送配電事業者が負担

して設置する場合は、事業団と協議により行うことができる。なお、機器等の付加に伴う作業は、

原則無停電状態で行うものとし、供給開始日に間に合わせて供給を行うこと。  

 

４ 入札手続等 

（１）入札の手続に関する問合せ先  

〒689-0201 鳥取県鳥取市伏野２２５９番地４３ 

社会福祉法人鳥取県厚生事業団 事務局総務課 

電 話 0857-59-6033 / ＦＡＸ 0857-59-6055 

メール honbu_soumu4@tottori-kousei.jp 

（２）業務の仕様に関する問合せ先 上記同様 

（３）入札説明書等の交付方法 

事業団ホームページ（https://www.tottori-kousei.jp/）から入手すること。 

 

５ 入札に関する問合せの取扱い 

（１）質問の受付 



本件入札に関しての質問は、質問書【様式第２号】を作成し、電子メール又はファクシミリによ

り４の(１)の場所に令和６年９月９日（月）午後５時までに提出することとし、原則として、訪

問または電話による質問は受け付けないものとする。 

（２）質問に対する回答  

質問に対する回答については、令和６年９月１３日（金）午後５時までに、事業団ホームページ

によりまとめて閲覧に供する。 

 

６ 入札参加者に要求される事項  

（１）本件入札に参加を希望する者は、入札資格に適合することを証明する書類（以下「事前提出資

料」という。）を作成の上、４の(１)の場所に令和６年９月１０日（火）午後５時までに提出し

なければならない。（メール・ファクシミリ可） 

なお、期限までに事前提出資料を提出しない者は、本件入札に参加することができない。 

（２）事前提出資料は次のとおりとし、提出部数は1部とする。 

ア 入札参加申込書【様式第１号】  

イ １の（２）の入札参加資格を有することを証明する書類（鳥取県競争入札参加資格の場合は

省略可） 

ウ 電気事業法第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者の登録を証明する書類又は電気事業

法等の一部を改正する法律附則第2条第1項により新電気事業法第2条の2の登録を受けたものと

みなされる者であることを証明する書類（経済産業省資源エネルギー庁ホームページの登録小

売電気事業者一覧に掲載されている場合は省略可） 

（３）入札者は、事前提出資料に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。ま

た、必要に応じ、事業者が定める契約要綱その他資料の提出を求めることがある。 

（４）事前提出資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

（５）提出された事前提出資料は返却しない。なお、提出した者に無断で本件入札事務以外の用途に

は使用しない。  

（６）提出期限以降における事前提出資料の差し替え及び再提出は認めない。 

 

７ 入札条件 

（１）入札は、紙入札による。 

（２）代理人をして入札させようとするときは、必ず委任状【様式第３号】を提出すること。 

（３）入札参加者は、入札書【様式第４号】を当該入札の会場に持参し、提出すること。 

（４）入札書の記載方法等については、次のとおりとすること。 

ア 入札に当たっては、仕様書に示す予定契約電力及び予定使用電力量に応じた各月電気料金（消

費税及び地方消費税を含む）の１２カ月分の金額（以下「入札見積金額」という。）をもって

落札者を決定するので、入札者は、消費税及び地方消費税を含む金額（１円未満の端数がある

ときは、その端数を切り捨てるものとする。）を入札書に記載すること。 

なお、この契約は単価契約によるものであり、落札金額が契約額となるもではない。 

イ 入札見積金額算定内容を指定の内訳計算書（様式第5号）に記載し、入札書と共に提出するこ

と。なお、内訳計算書に基づいて算出した各月の電気料金合計額には、１円未満の端数を切り

捨てた金額を記載すること。 

ウ 基本料金単価及び電力量料金単価は、同一月においてそれぞれ単一の価格とする。ただし、施

設毎に異なる単価を設定することは差し支えない。 

エ 基本料金単価及び電力料金単価は、消費税及び地方消費税を含む金額とすること。なお、単価

には、１円未満の端数を含むことができる。 



オ 電力量料金単価には、燃料費等調整単価及び再生可能エネルギー促進発電促進賦課金は含めな

いこと。 

カ 入札者固有の割引制度が適用できる場合は、その割引額を内訳計算書に記載し、その割引制度

及び内訳計算書に記載した割引額の算定方法が分かる書類（任意様式）を入札書と共に提出する

こと。なお、割引額算定に当たり、本件公告、仕様書及びこの入札説明書等に記載のない項目・

数値が必要な場合は、5に示す方法により質問書を提出すること。 

（５）入札者は、いったん提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 

（６）再度入札において、前回の最低入札金額以上の入札金額を提出した者は失格とし、不落札でさ

らに再度入札を行う場合、次回以降の入札には参加させないものとする。  

（７）入札者は、関係法令、本件公告、仕様書及びこの入札説明書を熟知のうえ、入札すること。 

（８）入札後、本件公告、仕様書及びこの入札説明書等の不知又は不明を理由として、異議を申し立

てることはできない。  

（９）入札者は、入札書の記載内容について抹消、訂正又は挿入をしたときは、当該箇所に押印しな

ければならない。ただし、入札金額は、これを改めることはできない。 

（10）委任状及び入札書のあて名は、「社会福祉法人鳥取県厚生事業団 理事長 中山貴雄」とする。 

（11）開札は入札終了後直ちに行う。  

（12）開札前に天災その他やむを得ない事由が生じたとき、又は入札に関し不正の行為があり、若し

くは競争の意思がないと認めたときは、入札の執行を中止し又は取りやめることがある。 

 

８ 入札保証金及び契約保証金 

（１）入札保証金  

本件入札に参加する者は、入札参加資格の確認をもって入札保証金を免除する。  

（２）契約保証金  

落札者は、契約の締結と同時に請負代金の額の10分の1以上の額を保証する次の各号 の一に掲

げる保証を付さなければならない。（ただし、過去5年間に事業団又は地方公共団体等において、

同種同程度の契約実績が複数回あり、債務不履行の恐れがないと認められる場合は、この限りでは

ない。） 

ア 契約の保証金の納付 

イ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

ウ 金融機関又は保証事業会社の保証  

エ 履行保証保険契約の締結 

 

９ 入札の無効条件 

次に掲げる入札は無効とする。  

（１）本件公告に示した入札参加資格のない者のした入札 

（２）入札保証金の納付を必要とする入札で、入札保証金を納付しなかった者のした入札 

（３）入札開始時刻までに入札場所に参集しなかった者のした入札状 

（４）委任状のない代理人の入札 

（５）他の入札者の代理人を兼ねた者若しくは2人以上の入札者の代理をした者のした入札 

（６）入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札  

（７）入札に際し、不正の行為があった者のした入札 

（８）記名押印のない入札書による入札 

（９）金額数字の不鮮明な入札 

（10）関係法令、本件公告、この入札説明書又はその他入札条件に違反した入札 



 

10 落札者の決定方法  

本件公告に示した電気の供給ができると判断した入札者であって、予定価格の範囲内で最低価格

をもって有効な入札を行った者を、落札者とする。 

 

11 契約書作成の要否  要 

 

12 手続における交渉の有無  無 

 

13  その他 

（１）入札終了後、落札者が免税事業者である場合は、消費税及び地方消費税に係る免税事 業者届

出書を提出すること。 

（２）開札前に天災その他やむを得ない理由が生じたとき、又は入札に関し不正の行為があり、若し

くは競争の意思がないと認めるときは、入札の執行を中止し、又は取りやめる ことがある。 

（３）書類の作成及び契約の手続きにおいて使用する言語、通貨、時刻及び単位は、日本語、日本円、

日本の標準時及び計量法に定める単位によるものとする。 

（４）入札終了後、入札者、入札金額、落札者等を事業団ホームページ上で公表する。なお、入札金

額は、総額のみ公表し、単価は公表しない。 

（５）本件入札参加資格確認に係る事項及び事前確認資料の内容について後日事実と反することが判

明した場合は、契約を解除する場合がある。 

（６）契約の相手方（以下「受注者」という。）が次に掲げる事項のいずれかに該当すると きは、

契約を解除することができる旨契約書に記載するものとする。 

なお、受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当することを理由に発注者が契約を解 除する

ときは、受注者は違約金として契約金額の10分の1に相当する金額を発注者に支払わなければな

らない。 

また、受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当するかどうかを関係機関に照会する場合が

ある。 

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団（以下「暴力

団」という。）又は暴力団の構成員（以下「暴力団員」という。）であると 認められるとき。 

イ 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと

認められるとき。 

（ア）暴力団員を役員等（受注者が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加してい

る者を、受注者が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、

非常勤を含むものとする。以下同じ。）とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与

させること。 

（イ）暴力団員を雇用すること。 

（ウ）暴力団又は暴力団員を代理、あっせん、仲介、交渉等のために使用すること。 

（エ）いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他

財産上の利益を与えること。 

（オ）暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。 

（力）役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。 

（キ）暴力団若しくは暴力団員であること又は（ア）から（力）までに掲げる行為を行うもので

あると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。 



社会福祉法人鳥取県厚生事業団の施設で使用する電気の供給仕様書 
 

 

１ 供給場所 

鳥取市鹿野町今市１０７８ 鹿野かちみ園ほか（各施設の内訳は別紙のとおり） 

 

２ 供給期間  

令和７年年１月１日から令和７年１２月２１日まで 

 

３ 仕  様 

（１）電気方式等 

ア 電気方式    交流３相３線式 

イ 電  圧    ６，６００Ｖ 

ウ 周 波 数    ６０Ｈｚ 

（２）契約電力等 

ア 予定契約電力  １，４８０ｋＷ（各施設の内訳は別表のとおりとする。） 

イ 予定使用電力量（２に示す供給期間総計）３，８４９，６５３ｋＷｈ 

（各施設の内訳は別表のとおりとする。） 

ウ 予定力率    １００パーセント 

（各施設の内訳は別表のとおりとする。） 

（３）季節の区分 

ア 夏  季  ７月１日から９月３０日までの間 

イ その他季  ア以外の期間 

（４）時間帯の区分 

ア ピーク時間  夏季の毎日１３時から１６時までの時間 

イ 昼間時間   毎日８時から２２時までの時間。ただし、ピーク時間及び休日等を

除く。 

ウ 夜間時間   ピーク時間及び昼間時間以外の時間 

（５）需給地点 

各供給場所における建物敷地内の構内引込柱に施設した開閉器の電源側端子 

（６）保安責任分界点 

需給地点に同じ 

（７）電気工作物の財産分界点 

需給地点に同じ 

 

４ 供給条件  

（１）電気の安定供給 

３の（１）及び（２）に示す電気を供給開始日から安定的及び継続的に供給すること。 

（２）障害発生時の対応 

障害等が発生した場合には迅速に対応できる態勢を構築すること。 

（３）託送供給約款等の遵守 

特定規模電気事業者は、一般電気事業者の託送供給約款に基づいた契約を行うこと。 

なお、それに基づき需要設備に機器等の付加が必要な場合は、供給事業者の負担で行

うこと。 

（４）その他 

その他、定めのない供給条件等については、受注者が定める契約要綱等によるものと

する。 

 



５ 契約後の提出書類 

特定規模電機事業者は、一般電気事業者と託送供給約款に基づく契約を行ったことを

示す書類の写しを、契約後速やかに発注者に提出する。  

 

６ 契約電力の変更  

契約電力を変更する必要があるときは、協議の上、変更することができる。 

ただし、予定長期契約電力に伴う割引制度を適用させる場合、契約電力は予定長期契

約電力を下回ることはできない。 

なお、直近過去1年間の最大電力値の変更に伴い契約電力を変更する場合において

は、協議することなく自動的に変更することができる。  

 

７ 使用電力量の増減  

実際の使用電力量は、３の（２）イの予定使用電力量を上回り又は下回ることがで

きる。 

 

８ 料金単価の変更  

（１）基本料金単価及び電力量料金単価 

原則変更しないが、市場価格の変動や全国一律の単価変更等により、契約金額が

適正価格から著しく逸脱した場合は、双方協議の上、決定することができる。 

（２）燃料費等調整 

一般電気事業供給約款料金算定規則に定める燃料費等調整制度に準じた燃料費等

調整を行う場合は、当該地域を管轄する旧一般電気事業者が定める算式によって算

定された額を超えない範囲とし、受注者からの文書による通知をもって単価を定め

ることができる。ただし、発注者は当該通知を受け取った日から１０日以内に異議

を申し立てた場合は、この限りでない。 

なお、入札時において、燃料費等調整は考慮しないものとする。 

（３）再生可能エネルギー発電促進賦課金 

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく再

生可能エネルギー発電促進賦課金を設定する場合は、経済産業大臣が定めた経済産

業省告示に基づき定める単価とし、受注者からの文書による通知をもって単価を定

めることができる。ただし、発注者は当該通知を受け取った日から10日以内に異

議を申し立てた場合は、この限りでない。単価を変更する場合も同様とする。 

なお、入札時において、再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しないものと

する。 

 

９ 供給期間中における電気料金の算出方法（１月当たり） 

支払金額＝基本料金＋電力量料金一受注者固有の割引額 

（支払金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額） 

①基本料金＝契約電力×基本料金単価×力率割引（又は力率割増） 

②電力量料金＝当該月の使用電力量X当該月の電力量料金単価 

※ただし、燃料費等調整及び再生可能エネルギー発電促進賦課金の設定がある場合

は、燃料費等調整単価及び再生可能エネルギー発電独身賦課金単価を加算 

③受注者固有の割引額＝受注者の定める計算方式 

（上記の各単価には、消費税及び地方消費税相当額を含むものとする。） 

 

10 契約電力を超過した際の超過金 

供給期間中の各月において、当該月の最大需要電力がその月の契約電力を超過した場

合、最大需要電力からその月の契約電力を差し引いた需要電力（以下「超過電力」とい



う。）に対して、超過金を徴することができる。ただし、超過金は、９の①に基づき計

算した超過電力分の基本料金の１．５倍以下とする。 

 

11 料金の支払  

受注者は毎月の検針値に基づき、９の算出方法により算定した支払金額を発注者に請

求することができる。支払方法については、自動口座引落とする。 

なお、自動口座引落をするに当たり、供給施設毎の電気使用量及び支払額がわかる内

訳を提出する。 

 

１２ その他 

契約電力及び最大需要電力の単位は、１キロワットとする。 

また、使用電力量及び力率の単位は、１キロワット時及び１パーセントとする。 

 

＜参考資料＞ 

以下の項目について、令和５年７月から令和６年６月までの実績を別表に示す。  

・各施設の各月の最大使用電力（別表最大電力欄） 

・各施設の各月の使用電力量（別表使用電力量欄） 

・各施設の各月の平均力率（別表力率欄） 

※いずれも将来の需給を示すものではない。 



別表（各月の使用電力等）

7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分 4月分 5月分 6月分
契約電力 ｋＷ 342 342 342 342 342 342 342 322 322 322 322 322
最大需要電力 ｋＷ 203 240 246 206 128 208 251 322 244 242 155 149
使用電力量 ｋＷｈ 50,306 72,194 85,330 59,930 46,303 61,663 84,744 97,393 87,359 85,669 49,387 44,688 824,966
うち夏季 ｋＷｈ 0 72,194 85,330 59,930 0 0 0 0 0 0 0 0 217,454
力率 ％ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
契約電力 ｋＷ 43 43 43 43 43 43 36 36 36 36 36 36
最大需要電力 ｋＷ 24 35 30 23 13 23 36 35 32 30 18 14
使用電力量 ｋＷｈ 3,225 4,789 5,533 3,948 2,923 3,242 4,184 4,662 4,450 4,377 3,381 3,269 47,983
うち夏季 ｋＷｈ 0 4,789 5,533 3,948 0 0 0 0 0 0 0 0 14,270
力率 ％ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
契約電力 ｋＷ 37 37 37 37 37 37 47 47 47 47 47 47
最大需要電力 ｋＷ 23 29 30 25 13 25 47 41 33 30 20 15
使用電力量 ｋＷｈ 3,547 5,993 7,104 4,821 3,384 5,154 8,048 9,711 8,598 7,855 4,031 3,462 71,708
うち夏季 ｋＷｈ 0 5,993 7,104 4,821 0 0 0 0 0 0 0 0 17,918
力率 ％ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
契約電力 ｋＷ 118 118 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
最大需要電力 ｋＷ 84 108 111 82 52 71 102 101 95 81 56 58
使用電力量 ｋＷｈ 21,380 30,849 36,144 26,311 19,186 22,470 28,626 31,519 28,445 27,438 16,847 17,195 306,410
うち夏季 ｋＷｈ 0 30,849 36,144 26,311 0 0 0 0 0 0 0 0 93,304
力率 ％ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
契約電力 ｋＷ 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106
最大需要電力 ｋＷ 70 92 90 71 68 76 100 106 91 85 56 59
使用電力量 ｋＷｈ 14,666 20,701 19,271 13,576 14,620 21,805 27,782 30,355 25,562 21,345 13,856 13,237 236,776
うち夏季 ｋＷｈ 7,349 20,701 19,271 7,954 55,275
力率 ％ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
契約電力 ｋＷ 77 77 77 77 77 77 77 74 74 74 74 74
最大需要電力 ｋＷ 49 61 74 57 37 53 61 63 66 71 49 39
使用電力量 ｋＷｈ 7,851 9,990 12,010 8,790 6,253 7,037 8,808 9,420 9,115 9,448 6,547 6,403 101,672
うち夏季 ｋＷｈ 0 9,990 12,010 8,790 0 0 30,790
力率 ％ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
契約電力 ｋＷ 85 85 77 77 77 77 76 76 76 76 76 76
最大需要電力 ｋＷ 48 66 76 56 22 48 69 59 62 56 30 26
使用電力量 ｋＷｈ 8,315 15,243 20,678 11,437 6,931 11,550 20,076 21,238 18,677 17,794 7,674 6,773 166,386
うち夏季 ｋＷｈ 0 15,243 20,678 11,437 0 0 0 0 0 0 0 0 47,358
力率 ％ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
契約電力 ｋＷ 74 74 74 74 74 74 71 69 69 69 69 69
最大需要電力 ｋＷ 48 60 68 51 30 42 66 69 57 56 34 27
使用電力量 ｋＷｈ 11228 19213 23904 15634 9934 13905 22387 25095 22862 21443 10998 9548 206,151
うち夏季 ｋＷｈ 0 19213 23904 15634 0 0 0 0 0 0 0 0 58,751
力率 ％ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

厚和寮 １日

友愛寮 １日

羽合ひかり園 １日

伏野つばさ園 15日

旧あさひ園 １日

鹿野かちみ園
鹿野第二かちみ園

１日

すずかけ １日

えがお １日

年間合計施設名 検針日 使用電力料等
令和5年 令和6年



契約電力 ｋＷ 117 117 111 107 107 107 107 107 107 107 107 107
最大需要電力 ｋＷ 81 90 107 101 69 65 83 69 73 70 63 56
使用電力量 ｋＷｈ 21,602 34,658 52,616 40,655 17,909 22,382 29,143 29,261 28,679 30,953 23,327 17,484 348,669
うち夏季 ｋＷｈ 0 34,658 52,616 40,655 0 0 0 0 0 0 0 0 127,929
力率 ％ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
契約電力 ｋＷ 179 192 192 192 192 192 192 198 198 198 198 198
最大需要電力 ｋＷ 159 192 192 154 101 145 171 198 149 166 118 104
使用電力量 ｋＷｈ 33,879 51,688 61,607 43,018 32,324 40,238 55,123 60,722 54,457 55,018 37,192 34,807 560,073
うち夏季 ｋＷｈ 0 51,688 61,607 43,018 0 0 0 0 0 0 0 0 156,313
力率 ％ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
契約電力 ｋＷ 258 258 258 258 258 258 258 272 272 272 272 272
最大需要電力 ｋＷ 216 242 250 204 133 198 250 272 221 240 154 148
使用電力量 ｋＷｈ 59,064 88,236 101,544 71,316 52,824 67,464 95,376 107,189 92,513 88,297 56,696 53,334 933,853
うち夏季 ｋＷｈ 0 88,236 101,544 71,316 0 0 0 0 0 0 0 0 261,096
力率 ％ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
契約電力 ｋＷ 63 63 63 63 63 63 63 62 62 62 62 62
最大需要電力 ｋＷ 28 44 49 40 11 46 47 62 55 34 18 11
使用電力量 ｋＷｈ 2,815 4,154 5,234 3,804 2,383 3,601 4,235 5,044 4,349 4,336 2,667 2,384 45,006
うち夏季 ｋＷｈ 0 4,154 5,234 3,804 0 0 0 0 0 0 0 0 13,192
力率 ％ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

契約電力 ｋＷ 1,499 1,512 1,491 1,487 1,487 1,487 1,486 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480
最大需要電力 ｋＷ 1,033 1,259 1,323 1,070 677 1,000 1,283 1,397 1,178 1,161 771 706
使用電力量 ｋＷｈ 237,878 357,708 430,975 303,240 214,974 280,511 388,532 431,609 385,066 373,973 232,603 212,584 3,849,653
うち夏季 ｋＷｈ 7,349 357,708 430,975 297,618 0 0 0 0 0 0 0 0 1,093,650

689-0425
689-0425
683-0322
682-0713
689-0201
680-0947
680-0947
680-0947
682-0712
689-0201
683-0002
689-0201地域支援総合センター 鳥取市伏野2259-17 0857-59-6081

皆生みどり苑・皆生やまと園 米子市皆生新田二丁目3-1 0859-32-2500　

母来寮 東伯郡湯梨浜町上浅津70-1 0858-35-2019
ふしの白寿苑 鳥取市伏野1771番地36 0857-59-0108

厚和寮 鳥取市湖山町西三丁目-127 0857-28-0860　
友愛寮 鳥取市湖山町西三丁目113-1 0857-28-4717

伏野つばさ園 鳥取市伏野2259-43 0857-59-1911
旧あさひ園 鳥取市湖山町西三丁目113-1 0857-59-1911

えがお 西伯郡南部町阿賀413番7 0859-21-2330
羽合ひかり園 東伯郡湯梨浜町光吉9-2 0858-35-2435

鹿野かちみ園・鹿野第二かちみ園 鳥取市鹿野町今市1078 0857-84-2033
すずかけ 鳥取市鹿野町今市1550 0857-84-3950

電話番号

ふしの白寿苑 １日

皆生みどり苑
皆生やまと園

１日

地域支援総合センター １日

合　　計

施設名 住　　所

母来寮 １日


